
流山市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第１条  この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成  

２０年法律第８７号。以下「法」という。）の施行に関し、長期優良

住宅の普及の促進に関する法律施行令（平成２１年政令第２４号。以

下「政令」という。）及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施

行規則（平成２１年国土交通省令第３号。以下「省令」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 

こ の 規則 に お け る 用 語の 意 義 は 、 法 、政 令 及 び 省 令 の例 に よ る 。 

（必要と認める図書等） 

第３条  省令第２条第 1 項の規定により市長が必要と認める図書は、次

に掲げるものとする。 

（１）法第６条第１項各号に掲げる基準に適合することについて、住宅

の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号。以

下「品確法」という。）第５条第１項に規定する登録住宅性能評

価機関（以下「登録住宅性能評価機関」という。）の技術的審査

を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する

当該基準に適合していることを証する書類（以下「適合証」とい

う。） 

（２）前号の適合証を添付せず、かつ、登録住宅性能評価機関に長期優 

良住宅建築等計画が品確法第２条第３項に規定する日本住宅性能表

示基準に適合するかどうかの審査を受けた場合にあっては、当該登

録住宅性能評価機関が交付する当該基準に適合する旨の設計住宅性

能評価書（品確法第６条第１項に規定する設計住宅性能評価書をい

う。以下同じ。）の写し 

（３）品確法第３１条第１項又は品確法第３３条第１項の登録を受けた   

 者（以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。）が行う品確法 

第３１条第１項に基づく住宅型式性能認定（以下「住宅型式性能認 

定」という。）を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定 

を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登 

録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書（登録住 



宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の住宅型式性能確認書 

を含む。以下「住宅型式性能認定書等」という。）の写し 

（４）住宅である認証型式住宅部分等（品確法第４０条第１項に規定す 

る認証型式住宅部分等をいう。以下同じ。）又は住宅の部分である

認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、住宅の品質確保の促進

等に関する法律施行規則（平成１２年建設省令第２０号）第４５条

第１項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写し 

（５）法第５条第１項から第３項までの規定による長期優良住宅建築等 

計画の認定（以下「計画の認定」という。）に係る審査に当たり、

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準（平成

２１年国土交通省告示第２０９号）第３に定める長期使用構造等と

するための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要

する場合にあっては、長期使用構造等とするための措置と同等以上

の措置が講じられている旨を説明した図書（登録試験機関が行う特

別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方

法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測

定（以下「試験等」という。）を受けたときは、当該特別の建築材

料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する

試験等の結果の証明書（以下「同等性確認の結果の証明書」とい

う。）をもってこれに代えることができる。） 

（６）法第６条第１項第３号の規定による居住環境の維持及び向上への 

配慮に関する基準に適合することが明記された図書（設計説明書等

に適合することが明記されている場合は不要とする。） 

（７）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項又は第６ 

条の２第１項の規定による確認済証の交付を受けている場合にあっ

ては、当該確認済証の写し 

（８）既存住宅の増築又は改築をしてその構造及び設備を長期使用構造 

等とする場合にあっては、当該既存住宅に係る建築基準法第７条第

５項又は第７条の２第５項の検査済証の写し 

（９）代理者によって認定の申請を行う場合にあっては、当該代理者に 

委任することを証する書類 

２  省令第２条第３項の規定により市長が不要と認める図書は、次に掲

げるものとする。 



（１）住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能 

  認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る計画の認 

定の申請のうち、住宅型式性能認定書等の写しを添えたものにあっ

ては、計画の認定の申請に係る図書に明示すべき事項のうち、住宅

型式性能認定書において、住宅性能評価（住宅型式性能確認書にお

いては計画の認定）の申請において明示することを要しない事項と

して指定されたもの 

（２）住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住 

宅部分等を含む住宅に係る計画の認定の申請のうち、型式住宅部分

等製造者認証書の写しを添えたものにあっては、計画の認定の申請

に係る図書に明示すべき事項のうち、型式住宅部分等製造者認証書

において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事

項として指定されたもの 

３  法第６条第２項の規定により認定申請者が建築基準法第６条第１項

の規定による建築基準関係規定の審査の申出をする場合は、省令第２

条第１項の規定に基づく図書に加えて、認定申請書の副本並びに建築

基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）に基づく確認申請書

（以下「確認申請書」という。）の正本及び副本２部にそれぞれ必要

な図書を添付するものとする。この場合において、構造計算適合性判

定が必要となるときは、認定申請書、確認申請書及び図書を別に１部

追加するものとする。 

 （認定しない旨の通知） 

第４条  計画の認定の申請が、法第６条第１項に規定する基準に適合し

ないと認めるとき又は法第６条第６項の規定により認定することがで

きないときは、認定しない旨の通知書 ( 別記第１号様式 ) により申請

者に通知するものとする。 

 （変更の申請） 

第５条  法第８条第１項の規定による変更認定の申請書が提出されたと

きは、第３条の規定を準用するものとする。 

 （認定事項変更届） 

第６条  認定計画実施者は、認定通知書又は変更認定通知書に記載され 

ている事項に変更が生じた場合は、法第９条及び法第１０条に規定さ

れている場合を除き、認定事項変更届（別記第２号様式）を提出しな



ければならない。 

 （取下げ） 

第７条  計画の認定、法第８条第１項若しくは法第９条第１項の規定に

よる変更認定又は法第１０条の規定による計画の認定に基づく地位の

承継の承認を申請した者は、市長が認定、変更認定又は承認をする前

に当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届（別記第３号様

式）の正本及び副本を市長に提出しなければならない。 

２  市長は、前項の取下げ届の提出があったときは、取下げ届の副本に

認定申請書副本を添えて、申請者又は委任状に記載された代理人に返

還するものとする。 

 （取りやめ） 

第８条  認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全

を取りやめる旨の申出をしようとする認定計画実施者は、取りやめ届

（別記第４号様式）に認定通知書、認定申請書の副本及びその添付図

書を添えて市長に提出しなければならない。 

２  市長は、前項の規定による届出を受理したときは、認定取消通知書

（別記第５号様式）に認定申請書の副本及びその添付書類を添えて、

申請者又は委任状に記載された代理人に返還するものとする。 

 （報告書の提出） 

第９条  市長は、法第１２条の規定により、認定長期優良住宅の建築が

完了した認定計画実施者に対し、次に掲げる書類を添付した認定長期

優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書（別記

第６号様式）の提出を求めるものとする。 

（１）建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査 

済証の交付を受けている場合にあっては、当該検査済証の写し 

（２）建築士法施行規則（昭和２５年建設省令第３８号）第１７条の 

１５に規定する工事監理報告書の写し、品確法第６条第３項に規定

する建設住宅性能評価書の写し又は施工者が記載した報告書 

２  市長は、前項に規定するもののほか、特に必要と認める場合は、法

第１２条の規定により、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況

についての報告書（別記第７号様式）の提出を求めるものとする。 

 （改善命令書） 

第１０条  法第１３条第１項及び第２項の規定による命令は、改善命令



書（別記第８号様式）によるものとする。 

附  則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 


